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川西市子どもの生活に関するアンケート調査結果の概況 
 
１．調査の目的 

本調査は、川西市内の子どもたちとその保護者が、日頃どのような生活を営み、子どもの

将来にどのような意識を持っているかを、経済的な事情をはじめとした実態を正確に把握す

ることと併せて分析し、今後の子どもの貧困対策を具体化させるための参考資料とすること

を目的としている。 
 
２．調査の概要 

 

調査対象 川西市在住小学校５年生及び中学校２年生の子どもたち全員とその保護者 

対象者数 2,900件（児童・生徒），2,900件（同左保護者） 

調査方法 

・川西市立の小・中学校に通う児童・生徒（2,699名）⇒ 学校で配布・回収 

・その他私立等の小・中学校に通う児童・生徒（201名）⇒ 郵送で配布・回収 

・保護者分は、児童・生徒分のアンケートに同封（2,900名） 

調査期間 平成29年7月3日～平成29年7月18日 

回収数 

児童・生徒分  2,191件 

（回収率：全体75.4％，学校経由分78.2％，郵送分38.3％） 

保護者分    2,202件（回収率：75.9％） 

調査項目 

児童・生徒分 

① 属性（性別、身長、体重、通学校等） 
② ふだんの生活のことについて 
③ 学校や勉強のことについて 
④ 放課後のことについて 
⑤ あなたや家族のことについて など選択式質問を主に３４問 

保護者分 

① 属性（性別、年代、住居、加入保険等） 
② ご家族のことについて 
③ お子さんのことについて 
④ 暮らしの状況について 
⑤ ふだん感じていることについて など選択式質問を主に４１問 

 
３．相対的貧困率について 

 

本調査における相対的貧困世帯とは、平成２８年度国民生活基礎調査における所得額

を参考に貧困線を１２２万円として定め、世帯当たり構成人数にもとづく貧困線を逆算

のうえ、それを下回る世帯を相対的貧困世帯として推計した。なお、以上の推計値から算

定された本市の子どもがいる世帯の相対的貧困率は９．３%であった。 
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４．主な調査結果 

～児童・生徒～ 

(報告書P65を抜粋) 

 
 (報告書P52を抜粋) 

 
 (報告書P63を抜粋) 

 

問２ 肥満の程度 

 
相対的貧困との関係性 

 

問１７ 将来の進学希望 

 
相対的貧困との関係性 

 

問３３ 自己肯定感 

 

やせ 5.8%

やせぎみ

34.3%

正常 44.2%

肥満ぎみ 3.7%

肥満 1.6%

無回答

10.4%

(N=2,191)

4.1%

6.2%

35.0%

34.3%

40.6%

46.0%

5.1%

3.7%

3.0%

1.6%

12.2%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相対的貧困世帯

相対的貧困でない世帯

やせ やせぎみ 正常 肥満ぎみ 肥満 無回答

（N=197）

（N=1,590）

中学校 1.3%

高等学校

11.5%

短期大学、

高等専門

学校 2.8%

専修・専門

学校 10.3%

大学 50.2%

大学院

4.0%

その他 0.6% わからない

18.8%

無回答 0.5%

(N=2,191)

1.0%

1.3%

22.3%

9.7%

2.5%

2.8%

11.7%

10.2%

38.2%

52.9%

2.5%

4.2% 0.6%

21.3%

17.9%

0.5%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相対的貧困世帯

相対的貧困でない世帯

中学校 高等学校 短期大学、高等専門学校

専修・専門学校 大学 大学院

その他 わからない 無回答

（N=197）

（N=1,590）

36.0%

59.1%

61.0%

39.3%

19.6%

25.2%

15.5%

11.8%

7.4%

8.2%

8.4%

4.9%

1.0%

1.1%

1.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①自分にはよいところがあると思う

②自分には将来の夢や目標がある

③がんばれば、いいことがある

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

(N=2,191)

32.3%

21.8%

42.0%

34.2%

44.7%

40.5%

37.9%

38.9%

11.5%

24.8%

12.7%

17.2%

7.3%

11.9%

6.8%

9.3%

4.2%

1.0%

0.6%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校

中学校

小学校

中学校

相
対
的
貧
困

相
対
的
貧
困
で
な
い

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

（N=96）

（N=101）

（N=779）

（N=808）

相
対
的
貧
困
世
帯

相
対
的
貧
困
で
な
い
世
帯
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～保護者～ 

(報告書P23を抜粋) 

 (報告書P73を抜粋) 

問２９ 経済的困窮状況 

 

問４０ 必要としている支援 

 

86.3%

2.6%

2.6%

2.3%

1.8%

1.6%

1.4%

1.4%

1.3%

1.0%

0.2%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

複数回答(N=2,202)

あてはまるものはない

公的年金・健康保険・介護保険の支払い

水道代

学校・保育所・幼稚園などの授業料や保育料

電気代

電話代（固定電話・携帯電話を含む）

ガス代

通勤や通学に使うバスや電車の料金

家賃

学校・保育所・幼稚園などの給食費、遠足や

修学旅行の代金などの学校徴収金

無回答

所得税や住民税

32.7%

4.4%

62.4%

90.1%

4.9%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相対的貧困世帯

相対的貧困でない世帯

支払えなかったことがある 支払えなかったことはない 無回答

(N=205)

(N=1,689)

59.5%

21.1%

17.1%

16.3%

14.8%

13.9%

10.4%

10.0%

8.9%

6.8%

4.2%

3.0%

2.0%

3.8%

0% 50% 100%

複数回答(N=2,202)
子どもの就学にかかる費用が軽減

されること

子どものことや生活のことなど悩

みごとを相談できること

特にない

就職・転職のための支援が受けら

れること

病気や出産、事故などの事情があった

ときに一時的に子どもを預けられること

同じような悩みを持った人同士で知り合

えること

病気や障がいのことなどについて専門

的な相談が受けられること

一時的に必要な資金を借りられる

こと

住宅を探したり住宅費を軽減したりする

ための支援が受けられること

離婚のことや養育費のことなどについ

て法的な支援が受けられること

わからない

その他

民生委員・児童委員など地域の人

から支援が受けられること

無回答
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５．調査結果の有効利用について 

 

平成２９年６月２７日に厚生労働省が公表した「平成２８年度国民生活基礎調査」

における子どもの貧困率 13.9%に対する本市の子どもの貧困率は、9.3％と算出され

た。 

この指標は、生活困窮状況を説明するひとつの側面に過ぎず、必ずしもこの指標で

すべての実態を表すものではないため、その取り扱いには十分注意する必要がある。 

本市においても、税や公共料金等の支払いができなかった経験や生活必需品の購入

ができなかった経験等、一部世帯においての厳しい生活実態が明らかとなったことか

ら、必要な対象者に必要な支援制度が届くよう、支援情報の伝達について、なお一層

の努力が必要であることがわかった。 

また、子どもの貧困は、経済的困窮を中心として問題を捉えてしまうことが多いが、

貧困は経済的な問題だけに留まらず、子どもの健康や学力・進学への影響、低い自己

肯定感など、複合的な困難をもたらす可能性があると一般に考えられる。背景にある

家庭環境もさまざまであり、いわゆる一般論と一致しない事項も予想されるため、直

接、支援に携わる現場においては、引き続き丁寧な実態把握のもと、関係機関との連

携を強め、様々な視点からの支援が求められる。 

例えば、保護者に対する問いの中で、どんな支援を必要としているかを具体的に聞

いているが、義務教育にかかる経費は、既存の公的補助制度などがあるにもかかわら

ず、「子どもの就学にかかる費用が軽減されること」が、約60％で最も多く、義務教

育対象者であっても、その経済的負担感が切実であることを示唆している。 

貯蓄が出来ないことによる将来の進学時の経済的不安感や既存制度の隙間に対す

る不満感などの解消のために何をすれば良いのか、子どもの貧困対策として本市が実

施する具体策をどうするのかについては、引き続き教育委員会など庁内の関係部局及

び庁外福祉機関、地域、民間事業者とともに丁寧に検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１月２３日 

「照会先」 

健康福祉部生活支援室 

 参 事 尾辻 美樹   072-740-1189(直通) 

教育委員会事務局こども未来部 

 総務調整室長 中西 哲 072-740-1249(直通) 


